
『
霧
嶌
狹
野
六
社
大
權
現
御
神
名
附
並

由
緒
帳
』
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霧
嶌
狹
野
大
權
現
御
神
名
並
由
緒
帳

　

（
白
紙
）

　
　

文
化
八
辛

未

年　

九
月
吉
祥
日

　

日
本
最
初

　
　

霧
島
山
狹
野
六
社
大
權
現
御
神
名
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
德
院
役
寮

　

（
白
紙
）

○
文
化
八
年
・
・
・
一
八
一
一
年

-

-

-

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

神
武
天
皇

狹
野
王
子
云

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

神

並緒由牒



－156－

　
　

日 

本 

最 

初

一　

霧 

島 

山 

狹 

野 

六 

社 

大 

權 

現 

御 

神

　
　

躰 

之 

事

　
　

抑 

モ 

狹 

野 

之 

地 

　

 

曩 

昔

　
　

神 

武 

天 

皇 

御 

垂 

迹 

之 

神 

刹 

也

一　

權 

現 

之 

御 

本 

社 

者 

地 

神 

第 

三 

代

　
　

天 

津 

彦 

々 

火 

瓊 

々 

杵 

尊 

也

　
　

日 

州 

　

 

縣 

郡 

髙 

天 

原 

神 

登 

都 

地 

御

　
　
　

 

京 

ト 

有 

リ 

地 

神 

五 

代 

尊 

彦 

波 

瀲

　
　

武 
鸕 

鷀 

草 

　

 

不 

合 

尊 

之 

第 

四 

之

　
　

御 

子 
諱 
　

 

神 

日 

本 

磐 

余 

彦 

尊 

亦

　
　

狹 

野 

王 
子 
ト 

モ 

云 

也

　
　
　

 

右 

狹 

野 
王 
子 

御 

誕 

生 

之 

霊 

地 

也

　
　
　

 

御 

歳 

十 

五 

御 
時 

立 

太 

子 

長 

而 

娶

　
　
　

 

日 

向 

國 

吾 

田 

邑 

吾 
平 
津 

媛 

爲 

　

　
　
　

 

御 

成 

身 

之 

後 

大 

和 

國 
二 
郡 

ヲ 

於 

立

　
　
　

 

テ 

五 

十 

二 

歳 

之 

御 

時 

御 

即 
位 

シ 

玉 

フ

　
　
　

 

奉 

号 

　

 

神 

武 

天 

皇 

是 

仁 

皇 

之 
始

-

-

ノ

ア
マス

タ
ケ

ウ
カ

ヤ

フ
キ

カ
ン

ヤ
マ

ト

イ
ワ

ア
レ

ヒ
コ
ノ

ミ
コ
ト

ア
ハ

せ
ス
ノ

ヒ
コ

ヒ
コ

ハ

ナ
キ
サ

ヒ
コ

ホ

ニ

ニ

ニ

ノ

ノ

タ

テ

ノ

ノ

ノシ

ア

タ

チ

ト

レ

ム
ラ

ア
イ

ラ

ツ

ヒ
メ
ヲ

トナ
リ

二

二

二

一

一

レ

レ

ノ

カ
ミ

ト

ド

マ
リ

マ

ギ
ノ

ミ
コ
ト

ツ

ノ

ハハ

ソ
ノ

ム
カ
シ

ト

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

神
武
天
皇

狹
野
王
子
云

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

妃圯

神

並緒由 牒
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也 

治 

國 

七 

十 

六 

年 

御 

寶 

祚 

百 

二

　
　
　

 

十 

七 

歳 

也 

陵 

ハ 

　

 

在 

大 

和 

國 

御

　
　
　

 

靈 

者 

現 

霧 

島 

槵 

觸 

之 

峯 

云 

云

一　

于 

時 

　

 

人 

皇 

六 

十 

代 

醍 

醐 

天 

皇 

御 

宇

　
　

延 

喜 

五 

乙 

丑 

年 

十 

二 

月 

廿 

六 

日 

宣 

下

　
　

於 

山 

城 

州 

愛 

宕 

郡 

如 

意 

峯 

神 

　

 

齊

　
　

場 

奉 

安 

鎮 

三 

千 

一 

百 

余 

　

 

之 

神 

躰 

而

　
　

同 

月 

廿 

八 

日 

渡 

於 

神 

躰 

六 

十 

餘 

州 

給

　
　

之 

時 

令 

鎭 

　

 

日 

州 

　

 

縣 

郡 

其 

之 

一 

　

　
　

云 
云 

是 

則 

霧 

島 

狹 

野 

之 

神 

社 

也 

然 

而

　
　

同 

地 

神 
四 
代 

彦 

火 

火 

出 

見 

尊 

同 

五 

代

　
　

彦 

波 

瀲 

武 
鸕 
鷀 

草 

　

 

不 

合 

尊 

乃

　
　

至 

　

 

神 

　

 

　

 

木 
花 

開 

耶 

姫 

命

　
　

豊 

玉 

姫 

命　
　
　

 

玉 
依 
姫 

命

　
　

以 

上 

五 

神 

相 

添 

　

 

而

　
　

六 

所 

權 

現 

唱

一　

當 

社 

御 

本 

殿 

鎮 

　

 

之 

所

○
延
喜
五
年
・
・
・
九
〇
五
年

-

-

二

二

一

一

レ

ム
ル
ヿ

レ

(

陰)

ト

フ

チ ナ
リ

シ
玉
フ

ハ

ミ
サ
ヽ
キ

ニ

ニ

ト

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

神
武
天
皇

狹
野
王
子
云

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

諸

神

並緒由 牒
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一　

天 

津 

彦 

々 

火 

瓊 

瓊 

杵 

尊

　
　

木 

花 

開 

耶 

姫 

命

一　

彦 

火 

火 

出 

見 

尊

　
　

豊 

玉 

姫 

命

一　

彦 

波 

瀲 

武 

鸕 

鷀 

草 

　

 

不 

合 

尊

　
　

玉 

依 

姫 

命

一　

御 

本 

地 

十 

一 

面 

觀 

世 

音

　
　

右 

　

 

陽 

之 

御 

六 

躰 

並 

御 

本 

地 

觀 

世

　
　

音 

共 

御 

七 

躰 

　

 

　

 

奉 

鎮 

　

 

于

　
　

本 
殿　
　

右　

 
 

霧 

島 

六 

社 

大 

權 

現

　
　

東 

御 
在 
所 

奉 

唱　
　
　

 

東 

𦚰 

宮

　
　

狹 

野 

大 
權 
現　
　
　
　
　

御 

兩 

躰

　
　

西 

𦚰 

宮 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

御 

兩 

躰

　
　

右　
　

奉 

鎮 

　

 

也

一　

善 

神 

王　

 
 

兩 

社　
　
　

 
一 
躰 

宛

一　

四 

所 

宮　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

一 
宇

一　

御 

本 

地 

堂

　
　
　

 

但 

千 

手 

觀 

世 

音 

　

 

像

-

-

二

一

ア
マ

コ
ノ

ヒ
コ

ト
ヨ

ヒ
コ

タ
マ

ヨ
リ

ニ

(

陰)

シ

ヒ
メ
ノ

ハ

ナ
キ
サ

タ
ケ

ウ

カ

ヤ

フ
キ

(

葺)

ス

ア
ハ
セ 

ノ

タ
マ

ヒ
メ
ノ

ホ

ホ

デ

ミ
ノ

ハ
ナ

サ
ク

ヤ

ヒ
メ

ツ

ヒ
コ

ヒ
コ

ホ

ニ

ニ

ギ
ノ

ト

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

神
武
天
皇

吾
平
津
媛
命

山
王 

白
山

水
天 

山
神

經
津
主
命

武
甕
槌
神

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

諸

神

並緒由 牒
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寶
殿

　
　
　

 

本
地
堂

　
　

 
 
 

𦚰
宮
兩
社

　
　
　

 

善
神
王
兩
社

　
　
　

 

拜　

殿

　
　
　

 

舞　

殿

　
　
　

 

御
供
所

　
　
　

 

水
天
宮

　
　

 
 
 

鳥　

居

一　

于 

時　

 
 

人 
皇 

六 

十 

二 

代 

村 

上 

天 

皇

　
　

御 

宇 

天 

暦 

年 
中 

ニ 

初 

而 

性 

空 

上 

人

　
　

當 

山 

来 

攀 

陟 

此 
峯 

一 

七 

日 

夜 

讀 

　
　

誦 

法 

華 

經 

而 

誓 

拜 
于 
神 

明 

之 

本 

地 

　
　

由 

願 

力 

殊 

勝 

忽 

爾 

而 
山 
動 

地 

震 

十

　
　

𠀋 

餘 

大 

虵 

奮 

發 

對 

性 

空 
性 
空 

且 

不

　
　

悦 

持 

念 

増 

確 

然 

頃 

刻 

忝 

面

-

-

-

-

二

二

レ

二二

レ

一

一

一

二

一

一

ニ

ヲ

テ

ノ

ナ
ル
ニ

ト　

ム
カ
フ

タ
リ

ア
ツ
テ

マ
ス
〳
〵

ニモ

マ
ノ
ア
タ
リ

ツ

ヲ

フ

ン
ト

キ

テ

テ

ノ

ニ

ト

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

三
間
三
尺
四
面

茅

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

諸

神

一
間
三
尺
四
面

小
板 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

(

葺)
 

四
尺
四
面

小
板 

竪
四
間
横
二
間

茅竪
三
間
横
三
間

茅竪
三
間
横
二
間

茅三
間
四
面

茅

並緒由 牒
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六 

觀 

音 

放 

光 

示 

現 

其 

中 

十

　
　

一 

面 

観 

音 

爲 

先 

顯 

現 

給 

所 

以

　
　

當 

社 

別 

而 

以 

十 

一 

面 

尊 

定 

御

　
　

本 

地 

惣 

本 

地 

六 

觀 

音 

也 

埀 

跡

　
　

六 

宮 

大 

權 

現 

也 

實 

哉 

大 

悲 

之

　
　

感 

應 

性 

空 

之 

誓 

願 

歟 

然 

新 

也

　
　

譬 

如 

琴 

瑟 

箜 

篌 

元 

雖 

有 

玅 

音 
　
　

若 

無 

妙 

　

 

竟 

不 

能 

發 

其 

妙 

音

　
　

寔 

無 

性 

空 

之 

妙 

手 

大 

士 

之 

妙 

音

　
　

何 
露 

顕 

乎 

効 

驗 

其 

宜 

矣 

哉 

然

　
　

而 

性 
空 
淹 

留 

四 

個 

年 

于 

茲 

芟 

夷

　
　

荒 

藪 

鳩 
工 
聚 

材 

首 

事 

神 

殿 

及

　
　

堂 

舎 

僧 

坊 
等 
造 

畢 

又 

性 

空 

誓 

　
　

願 

云 

示 

我 

溢 

焉 

地 
卜 
於 

其 

地 

奉

　
　

誓 

書 

寫 

讀 

誦 

法 

華 

妙 
典 
期 

於

　
　

終 

焉 

夕 

自 

九 

八 

嶽 

飛 

持 
鉢 
鉢 

便

　
　

放 

光 

明 

到 

于 

播 

州 

法 

華 

山 

蓮 
花

　
　

谷 

是 

以 

改 

法 

華 

山 

號 

書 

寫 

山 

亦

○
「
瑟

(

ひ
つ

)

」
は
二
五
絃
の
琴
に
似

　

た
楽
器
、
「
箜
篌

(

く
ご

)

」
は
古
代

　

ア
ッ
シ
リ
ア
を
起
源
と
す
る
二
三
絃
の

　

ハ
ー
プ
状
の
楽
器(

日
本
雅
樂
會
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
よ
り)

○
「
奉
誓
書
寫
讀
誦
」
部
分
の
返
り
点
は

　

原
文
通
り

-

-

--

-
-

-

-

二

二二二

二

二

二

二

二

二

二二二三

二二二 二

レ

レ

レ

レ

下

上

レ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一一一

一

一

一

一

一

中

一

一

一一

ト

テ

ナ
ル

コ
ツ

ト

ス
ル
ヿ

ナ
リ

(

妙)

ノト

ニン
ソ

ヲク

シヲ

ル

ノ

チニ

ヘ
ヲ

ク

ハ
ヅ
ノ

ス

シ
玉
ヘ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ス

ト

タ チ

セ
ン
ト

テ

ノ

ス

タヲ

ヲ ヒ

ア
ツ セ

ン

ス
ル
ニ

ヤ

ム
ベ
ナ
ル

カ
ナ

ヲ

カ
リ

タ
イ
ラ
ケ

コ
ヽ
ニ

ン
ハ

ン
ハ

ヘ
ハ

(

指)

ハ

シ

コ
ノ

ユ
ヘ

シ
玉
フ

ニ

ト

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

驗
験

裃脂

神

並緒由 牒
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改 

圓 

性 

名 

性 

空 

然 

後 

草 

創 

於 

書

　
　

寫 

山 

圓 

教 

寺 

噫 

上 

人 

之 

操 

履 

實

　
　

竒 

哉 

貴 

哉 

於 

現 

生 

讀 

誦 

法 

華

　
　

都 

八 

萬 

四 

千 

部 

也 

由 

此 

功 

德 

獲 

得

　
　

六 

根 

浄 

之 

德 

所 

以 

者 

何 

慈 

慧 

大 

　
　

師 

之 

時 

山 

門 

中 

堂 

炎 

上 

追 

而

　
　

造 

營 

堂 

宇 

于 

時 

供 

羪 

導 

師 

護

　
　

明 

僧 

正 

讀 

師 

禪 

壽 

和 

上 

唄 

師 

性

　
　

空 

上 

人 

兼 

日 

撰 

定 

之 

雖 

於 

當 

日

　
　

各 

々 
列 
　

 

性 

一 

少 

法 

事 

已 

至 

唄

　
　

時 

不 

来 
導 
師 

不 

堪 

俟 

鳴 

　

 

白 

磬

　
　

其 

時 

　

 

于 
書 
寫 

山 

唱 

唄 

厥 

呂 

律 

如

　
　

在 

現 

　

 

聞 

於 

書 
冩 

山 

東 

坂 

石 

上 

其

　
　

石 

于 

今 

稱 

唄 

石 

若 
斯 
不 

思 

議 

不

　
　

可 

勝 

計 

也 

元 

享 

釋 

書 
曰 
釋 

性 

空 

平

　
　

安 

城 

人 

大 

中 

太 

夫 

橘 

善 
根 
之 

子 

也

　
　

母 

源 

氏 

諸 

兄 

皆 

産 

難 

孕 

空 

時 
欲

○
「
慈
慧
大
師
」
は
天
台
宗
の
良
源

※

「
慈
慧
大
師
」
の
下
り
に
つ
い
て
は
、　

　

寛
永
十
二(

一
六
三
五)

年
に
板
行
さ

　

れ
た
『
法
華
経
直
談
鈔
』
「
書
写
山
唄

　

声
山
門
聞
事
」
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で

　

あ
る(

林
一
九
七
二)

-

-

-

--

-

-

-

-

-

二

二

二

二

二

二

二

二

二二

二

二

二

二二

二

二

レ

レレ

レ

レ

レ

レ

下

レ

一

一

一

一

一

一一

一

一

一 一一

下

上

一一

一

一

一
ト

ス
ル
ヿ

テ

レ
ハ

ス

ノ

(

養)

ヲ

テハ

ノ

ニ

ス

ス

ソ
ウ

リ

ニ

ヲ

ナ
ル

ヘ
テ

ナ

イ

ナ

ヲ

ス

ナ
リ

ス
ト

ニノス

ス

テ

ハ

ノ

フ

ト

ノ

ノニア
リ

クム

ニ

フ

イ
ナ
カ
ラ

リ
玉
ハ

リ

タ
リ

タ
ヘ

ツ
ニ

ス

ニ

フノ

ノノ

ス

ノ

ニ

ヲ

ノ テ
ニ

ノ

ヲ

ク
ニ

レ

ノハ

ス

ハ

ノ

ヲ

ヲ

ト

(

啓)

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

驗
験

辟

敬

式

神

並緒由 牒
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食 

毒 

藥 

壊 

胎 

而 

及 

誕 

殆 

不 

覺

　
　

出 

胎 

之 

時 

拳 

右 

手 

而 

不 

開 

父

　
　

母 

強 

啓 

之 

有 

一 

枚 

之 

針 

生 

三 

日

　
　

忽 

失 

所 

在 

父 

母 

愁 

来 

在 

庭

　
　

芲 

叢 

中 

安 

　

 

従 

幼 

至 

老 

面 

有

　
　
　

 

笑 

姿 

絶 

不 

麁

　
　

言 

十 

歳 

持 

妙 

法 

華 

年 

三 

十 

六

　
　

出 

家 

尋 

人 

跡 

不 

至 

鳥 

音 

不 

聞 

之

　
　

深 

山 

乃 

日 

州 

霧 

島 

結 

廬 

而 

居 

或

　
　
　

 
数 

日 

而 

食 

或 

不 

食 

而 

歴 

旬 

或

　
　

夢 

中 
受 
美 

膳 

覺 

後 

肚 

裡 

能 

飽

　
　

餘 

味 

在 
口 
或 

従 

經 

巻 

内 

忽 

尒

　
　

精 

白 

粳 

迸 
散 
或 

煖 

　

 

出 

其 

味 

非

　
　

常 

比 

或 

夢 

人 

送 

餐 
覺 
必 

有 

　

　
　

是 

以 

雖 

苦 

行 

絶 

食 

身 
躰 
肥 

滑

　
　

光 

彩 

過 

人 

或 

寒 

夜 

弊 

衣 
皮 
膚

　
　

如 

氷 

忍 

寒 

誦 

經 

忽 

従 

菴 

上 

埀

　
　

緜 

覆 

身 

居 

四 

歳 

乃 

至 

神 

童

-

-

-

-

二

二

二

二

二

二

二二

二

二

二

二

二

二

二

レ

レ

レ

レレ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ レ

レ

レ

レ

レ

レ

上

一

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

テ

ス
ル
ニ

ト

ヘ

ヲ

ヲヲ

ヲ

ヲ

ヲクヒ

ス

レ
リ

ハハ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲル
ヿ

ヲ

ヲ

チ

テ

シ

　

テ
ハ

テ

ニ

ニニ

ノ

せ

ス

チ

ニ

ニ

ニ

ニ

ル

ス
ト

テ

ス

ル
ヿ

ハ

ハ

タ
リ

テ

フ

ス

ハ

リ

ノ

テ

テ
ヽ

モ

ニ

テ

チ

ノ

モ

テ

ス

ス

フ

ク
ニ

ヲ

ル
ニ

ニ

ニ

ヒ

テ

カレ
テ

ニ

ラ
ン
ト

ト

(

微)

文
暦
噴
火

(

郎)

(

隔)

(

逃)

(

綿)

(

餅)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

𡌶式

神

並緒由 牒
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二 

人 

一 

曰 

乙 

一 

曰 

若 

侍 

左 

右 

凡

　
　

有 

使 

令 

先 

意 

能 

辯 
 

　

乃 

至

　
　

人 

皇 

六 

十 

六 

代 

一 

條 

院 

御 

宇

　
　

寛 

弘 

四 

年 

丁 

未 

三 

月 

十 

三 

日 

誦

　
　

法 

華 

經 

而 

寂 

年 

八 

十 

云
云

一　

當 

山 

十 

号 

有　

一 

磤
馭
慮
島

　
　

二 

霧
島
山　
　

 

　

三 

髙
千
穂
峯

　
　

四 

槵
觸
峯　
　

 

　

五 

襲 
 

峯

　
　

六 
高
原
峯　
　

 

　

七 

最
初
峯

　
　

八 

大
波
峯　
　
　

 

九 

生
邊
峯

　
　

十 

毘　

盧
峯

　
　

右 

十 

號 

　

 

一 

在 
于 

斯 

峯 

不 

可 

混

　
　

佗 

雷 

同 

　

 

也 

當 

社 
四 
神 

鎮 

　

 

其

　
　

四 

神 

　

 

地 

神 

第 

三 

瓊 
々 
杵 

尊 

二

　
　

第 

四 

彦 

火 

火 

出 

見 

尊 

三 
第 
五 

彦

　
　

波 

瀲 

武 

鸕 

鷀 

茅 

　

 

不 

合 

尊 

四 
神

○
寛
弘
四
年
・
・
・
一
〇
〇
七
年

-

-

二

二

二

二

レ

レ

レ

レ

レ

レ

一

一

一 一
リ
ヲ
ハ

レ
ハ

タ
ツ
テ

リ
ヲ
ハ

ク

ス

ス

ト

ニ

ソ

ニ
ト

ヲ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ヘ
ニ夲

ノ
マ
ヽ

(

葺)

リ

ヨ
ハ
シ
ラ
ノ

ス

ラ
ノ

ト
ハ

ノ

ノ

ノ

ト

ト

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ

シ
玉
フ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ニ
ハ

ト

(

遮)

(

郎)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

遮檢閧式

神

並緒由 牒
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日 

本 

磐 

余 

彦 

尊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 

三

　
　

尊 

四 

尊 

埀 

跡 

於 

火 

坑 

第 

五 

尊 

埀 

跡 

大 

波

　
　

池 

　
　
　

神 

武 

天 

皇 

埀 

跡 

迦 

羅 

國

　
　

嶽 

古 

縁 

起 

云 

夫 

仰 

拜 

彼 

峯 

絶 

頂

　
　

西 

在 

大 

火 

坑 

回 

半 

里 

餘 

深 

千 

萬 

尋

　
　

而 

不 

窮 

其 

　

 

鎮 

煙 

出 

如 

白 

雲 

日 

夜

　
　

無 

止 

依 

茲 

又 

稱 

熖 

御 

嶽 

於 

國 

諗 

吉

　
　
　

 

之 

霊 

瑞 

則 

遽 

焉 

燃 

　

 

地 

振 

爆 

聲

　
　

甚 

於 

雷 

音 

大 

巖 

小 

石 

　

 

火 

墜 

或

　
　

砂 
石 

雨 

如 

降 

熖 

煙 

雲 

如 

聚 

或 

　

 

絶

　
　

頂 

　

 
若 
有 

汚 

穢 

不 

浄 

則 

多 

遇 

于

　
　

神 

火 

失 
郤 
所 

在 

或 

迷 

于 

幽 

雺 

不 

知

 

　

 

所 

之 

雖 

同 
列 
　

 

畢 

無 

識 

知 

真 

二 

神

　
　

洋 

々 

乎 

毎 

在 

峯 
其 

熖 

發 

揚 

于 

上

　
　

爲 

照 

明 

焄 

蒿 

悽 

　

 

吁 
嗟 
是 

可 

謂 

神

　
　

明 

不 

測 

妙 

理 

乎 

俯 

仰 

而 
觀 
茲 

峯 

滅

　
　

罪 

生 

善 

靈 

區 

也 

絶 

頂 

火 

坑 

熾 
然 

而

　
　

焼 

盡 

衆 

生 

煩 

惱 

之 

罪 

垢 

兩 

部 

池 
泉 

湛

○
「
大
波
池
底
」
は
現
在
の
大
浪
池
か

○
「
迦
羅
國
嶽
」
は
現
在
の
韓
国
岳
か

○
「
照
明
焄
蒿
悽
愴
」
は
『
礼
記
』
祭
儀

　

篇
に
あ
る
用
語
で
、
亡
く
な
っ
た
人
の

　

気
を
指
す(

孫
二
〇
一
二)

-

-

-

-

-

-

二

二

二

二

二二

二

二

二

二

二

二

二

二二

二

二

二

二

二二

二

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一一

一一

一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

ノ

ノ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ノ

ノ

ク

ニ

ニ

ト

ト

シ
ム

ノノ

ス

ツ
子
ニ

イ
マ
ス

シ

ス

ノ

ニ

ナ
ラ

(

凄)

(

愴)

ア
ヽ

レハ

ト

イ
ニ

クチ

ク
ハ

ス
ル
ヿ

ヒニニ

ラミ
ニ

ノノ

ス
ル
ニ

ル

ハ

ス
ル

リ

ヲ

ヲ

ハ

ヲ

ハ

テ

ト
コ
シ
ナ
ヘ
ニ

ヲ

ヲ

ニ

ニ

ニニシシ

ヨ
リ
モ

ヿ リ

リ

ハ

サ

ニ

ニ

ク

レ

テ

テ

テ

テ

テ

ツ

ハ

テ

ツ
ク
ル

ス

ク

ス
ル
ニ

ノ

ノト

ヘ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ト
ハ

ト
ハ

レ
玉
フ

レ
玉
フ

レ
玉
フ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

郎)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

ト

含浮

神

並緒由 牒
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然 

而 

滋 

潤 

萬 

物 

生 

起 

根 

裔 

大 

悲 

神

　
　

變 

應 

用 

在 

于 

茲　
　

神 

詠 

歌 

云

　
　

一 

切 

衆 

生 

之 

罪 

仁 

代 

天 

燃 

登 

留 

烟

　
　

曽 

神 

乃 

姿 

也 

計 

里

　
　

日 

本 

磐 

余 

彦 

命 

御 

年 

十 

四 

歳 

而 

曻

　
　

天 

賜 

日 

本 

印 

鎰 

五 

穀 

等 

之 

種 

子 

齋

　
　

持 

来 

而 

始 

蒔 

于 

襲 

峯 

迦 

羅 

國 

嶽

　
　

殖 

千 

種 

皆 

登 

首 

也 

肇 

和 

國 

名 

云 

權

　
　

現 

三 

十 

一 

文 

字 

言 

葉 

詠

　
　

神 
武 

天 

皇 

命 

乃 

絶 

世 

須 

波 

煙 

登

　
　

共 

仁 

生 
登 
留 

山　
　

 
 
 

依 

茲 

御 

詠

　
　

歌 

一 

夜 

之 
間 
三 

里 

山 

髙 

成 

俯 

觀

　
　

彼 

山 

下 

大 

池 

水 
涌 

出 

稱 

大 

波 

池 

爾 

以

　
　

降 

呼 

槵 

觸 

峯 

號 

嶽 
地 
宮 

云
云

一　

勅 

願 

所　
　
　

 

霧 

島 

山 
佛 
芲 

林 

寺

　
　

神 

德 

院　

 
 

𦚰
坊
三
十
六
ヶ
寺

　
　
　

 

寺 

領 

三 

萬 

斛

-

-

-

-

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

レ

一

一

一

一

一

一一

一

一

一

一 一

ヲ

ス

ニ

ノ

ニ

ノ

サ
カ

カ
ミ

メ
ニ

シテト

キ
シ
ミ
ヤ

ミ
ツ

ヤ

ソ
ラ
ノ

ト
モ

ニ

ノ

ノ

フ
モ
ト
ヲ

コ
ノ
カ
タ

ン
テ

ニ

ニ

ヲ
イ

ノ
ボ

ル

ヤ
マ

ス

ス

ナ
ル

ヲ

ス

ト

ミ

コ
ト

ノ

タ
エ

せ

ス

ワ

テク

玉
フ

ミ
ル
ニ

ノ

ト

シ
ヨ
リ

ケ
フ
ル

ト

チ

ヒ
ト

モ

シ

チ

ク
サ
ヲ

テ

テナ

ノ

コ
ト

バ

ミ
ノ
ル

ハ
シ
メ

メ
テ

キ
玉
フ

ノ

ノ

ス
カ
タ

ナ
リ

ケ

ノ

ノ

ノ

ニ

リ

リ

タ

子

ヲ

ヲ

玉
フ

ニ

ソ

シ
ヲ

モ

ク
サ

ノ

ツ
ミ

ニ

カ
ハ
リ

テ

モ
ヘ

ノ
ボ

ル

ケ
フ
リ

リ

コ
ヽ
ニ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

郎)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

含浮

神

並緒由 牒
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其 

以 

後 

　

 

々 

之 

神 

火 

退 

轉

　

 

但 
 

開
山
性
空
上
人
己
前
ニ

人
皇
五
代

　
　
　

幸
昭
天
皇
御
宇
ニ

當
社
權
現
御

　
　
　

建
立
ト

モ

云
ナ
リ

又
タ

人
皇
三
十
代

　
　
　

欽
明
天
皇
御
宇
ニ

有 

慶
胤
上
人
ト

云

　
　
　
　

 

此
山
開
基
建 

立 

於
神
殿 

云
又

　
　
　

三
十
一
代　

敏
達
天
皇
御
宇
別
當 

　
　
　

寺
御
草
創
而
其
節　

勅
号

　
　
　

霧
島
山
金
剛
佛
作
寺
神
生
院

　
　
　

並 
𦚰
坊
三
千
八
百
坊
ト

云

又
三
百
六

　
　
　

十
坊
ト
モ

申
候
寺
領
八
萬
石

　
　
　

云
云 

其
后
神
火
ニ

神
殿
寺
宇
焼
失

　
　
　

右
三
宇
之
間
御
建
立
之
所
不 

詳

　
　
　

勿
論　

々
之
御
神
火
古
記
類
焼

　
　
　

失
付
申
傳
之
分
書
記
候

一　

當 

山 

ニ 

　

 

々 

有 

燃 

呼 

謂 
神 
火 

恒 

従 

火 

坑

　
　

烟 

火 

無 

止 

時 

且 

轉 

其 

火 

　

 

自 
古 

至 

今

　
　

不 

知 

幾 

所 

ト
云
ヿ
ヲ

-

-

-

二

レ

レ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一

一

ヲ

ニ

ノ

ノ

ニ

チ

キ
リ

ス
ル
ヿ

ツ

ヘ

テ

ヲ

フ

ト

ニヘ

リリ

ニ

シ

ト

ニ

ヲ

タ

ニ

ス
ト

ニ

ニ

ノ

シ

二

二

ニ

二

二

二

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

孝)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

含浮

並緒由 牒
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一　

人 

皇 

八 

十 

六 

代　

 
 

四 

條 

院 

之 

御 

宇 

文

　
　

暦 

元 

年 

甲 

午 

十 

二 

月 

廿 

八 

日 

神 

火 

震

　
　

烈 

火 

坑 

飛 

燄 

石 

雨 

熱 

砂 

神 

殿 

並 

寺

　
　

舎 

悉 

焼 

失 

巳 

及 

退 

轉 

矣 

當 

寺 

歴 

代

　
　

從 

性 

空 

上 

人 

到 

文 

暦 

年 

中 

之 

間 

資

　
　

法 

血 

脉 

此 

時 

決 

失 

惜 

之 

當 

此 

時 

移

　
　

於 

長 

尾 

山 

之 

麓 

東 

霧 

島 

者 

卽 

是

　
　

當 

寺 

本 

名 

因 

以 

今 

謂 

東 

霧 

島 

也

　
　

其 

時 

住 

持 

實 

宥 

法 

印 

以 

繋 

之 

第 

二

　
　

世　
　

第
二　

實
宥
法
印

　
　

 
 

第
三
世　

宥
澄
法
印

　
　
　

第
四
世　

心
澄
法
印

　
　
　

第
五
世　

心
誠
法
印

　
　
　

第
六
世　

澄
存
法
印

　
　
　

第
七
世　

澄
秀
法
印

　
　

狹 

野 

古 

記 

曰 

　

 

主 

澄 

秀 
和 
尚 

従 

御

　
　

當 

家 

被 

使 

僧 

遣 

豊 

後 

之 

屋 

形 
𦚰 

坊

○
文
暦
元
年
・
・
・
一
二
三
四
年

○
文
暦
年
中
・
・
・
一
二
三
四
～
三
五
年

-

-

-

二

二

-

二

二

二二

二

二

二

二

二

二

レ

一

一

一

一

一

一

一

一

一一

一

下

中

一

ヲ

ヲ

ヲ

テ

テ

チ

シ

ヲ

ヲ

シ

ク

ノ

リ

ノノ

ニ

ニ ナ
リ

ナ
リ

リ

ニ

ツ
カ
ハ
サ

モ

シ

ニ

ニス

ヘ
リ
ト

ル
マ
テ

ツ
マ

ツ
マ

ト

ス

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

脈)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

レ

含浮

並緒由 牒
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寶 

浄 

坊 

一 

人 

隨 

従 

焉 

歸 

路 

梓 

弓

　
　

越 

而 

於 

途 

病 

矣 

故 

寶 

浄 

坊 

一 

人

　
　

到 

鹿 

兒 

島 

上 

達 

於 

旨 

趣

　
　

忠 

國 

公 

下 

給 

御 

感 

狀

　
　
　

第
八
世　

澄
賢
法
印

　
　
　

第
九
世　

快
宗
法
印

　
　
　

第
十
世　

快
憲
法
印

　
　

北 

原 

山 

城 

守 

弟 

也 

此 

時 

寺 

衆 

社 

衆

　
　

地 

頭 

方 

領 

主 

方 

互 

爲 

確 

執 

而 

驗 

諍 

甚

　
　

喧 
矣 

於 

此 

快 

憲 

遂 

電 

然 

則 

舜 

恵

　
　

法 

印 
賦 
住 

職 

焉 

快 

憲 

憤 

不 

散 

而 

徘

　
　

徊 

于 

飯 
野 
鹿 

府 

等 

謀 

　

 

先 

非 

雖

　
　

可 

有 

還 

往 
之 
　

 

蒙 

於 

嚴 

命 

於 

是

　
　

寺 

衆 

社 

衆 

不 

敢 
肯 

之 

議 

轉 

移 

社 

頭

　
　

於 

𦾔 

地 

狹 

野 

豈 

俄 

成 
其 
事 

耶 

嗚 

呼

　
　

痛 

哉 

此 

時 

當 

衰 

世 

之 

運 
都 
惣 

一 

天

　
　

四 

海 

逆 

乱 

最 

甚 

矣 

經 

曰 

國 

土 
乱 

時 

先

　
　

鬼 

神 

乱 

鬼 

神 

乱 

故 

萬 

　

 

乱 

云
云 

於

○
「
經
」
と
は
、
後
述
の
「
國
土
乱
～
」　

　

か
ら
仁
王
経
と
思
わ
れ
る

-

-

-

二

-

二

-

二

-

二

二

二

二

二

二

二

二

二

レレ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一

一

中

上

一

一

一

下

一一

ヲ

ヲ

ヲ

テ

ニ

ニ

ニ ハ

セ
ン
ト

ヲヲ

ヲ

ヘ
テ

ク

ヲ

タ

ヌル

ス

リ

カ
マ
ビ
ス
シ

ス

シ

ス

ニ

ル

(

抜)

イ
キ
ト
ヲ
リ

テ

ニ
シ
タ
リ

コ
ヘ
ニ
シ
テ

ア
ツ
サ ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

逐)

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

旨尗

並緒由 牒
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此 

社 

司 

髙 

橋 

兵 

部 

太 

輔 

岩 

元 

淡 

路 

太

　
　

輔 

日 

髙 

甚 

太 

輔 

窪 

田 

仁 

義 

太 

輔 

此 

外

　
　

社 

子 

等 

與 

舜 

恵 

法 

印 

倶 

揺 

動 

神

　
　

輿 

並 

寶 

物 

等 

而 

先 

暫 

越 

江 

平 

次 

轉

　
　

神 

殿 

于 

髙 

原 

之 

麓 

矣 

快 

憲 

之 

跡 

東 

霧

　
　

島 

住 

持 

豪 

澄 

作 

伊 

集 

院 

幸 

侃 

領 

之 

時

　
　

従 

北 

鄕 

家 

移 

祁 

答 

院 

住 

持 

於 

紫 

尾 

山

　
　
　
　

髙
城
之
内
東
霧
島
勅
詔
院
者
抑
天

　
　
　
　

台
宗
ニ

而

神
德
院
末
寺
也
豪
澄
法
印

　
　
　
　

紫
尾
山
エ

移
轉
之
節
此
砌
天
台
宗
改
宗
ニ

而

　
　
　
　

真
言
改
リ

候

　
　
　

第
十
一
世　

舜
恵
法
印

　
　

東 

霧 

島 

大 

權 

現 
髙 

原 

之 

麓 

鎮 

座 

之

　
　

事　
　
　

 
 
 
 

天 

文 

十 
二 
癸

卯 

年

　
　

邦 

君　

 
 

貴 

久 

公 

有 

嚴 
命 
于 

舜 

恵

　
　

和 

尚 

東 

霧 

島 

御 

神 

躰 

遷 
幸 
于 

髙

　
　

原 

之 

麓 

而 

假 

構 

寶 

殿 

焉 

此 

時 
寶 

物

※
前
述
文
書
で
は
全
て
「
高
橋
」
と
し
て

　

い
る
の
が
、
こ
の
文
書
の
み
「
児
玉
」

　

と
し
て
い
る

○
天
文
十
二
年
・
・
・
一
五
四
三
年

-

-

-

-

二

-

二
-

二

-

二

二 二

二

二

二

二

二

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

ヲ

ヲ

ノテ

シ

ノ

ニ

ツ
マ

ツ
マ

ニ

ニ

ニ
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ニ
ハ

モ
セ
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ニ

リ

ツ
マ

ツニ

ク

ヘ

ツ
マ

ヒ

ヒ

ニ

ニ

ニ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

大)

(

大)

(

大)

(

大)

兒

但

玉

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
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五
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六 

種 

持 

除 

之 

云
云

　
　
　

 
 

　

寶 

物 

之 

事

一　

一 

御 

寶 

劔　

二 

錫 

杖　

三 

鐃 

鈸　

四

　
　

幡 

六 

流　

五 

傳 

教 

大 

師 

御 

筆 

之 

法

　
　

華 

經 

一 

部　

六 

性 

空 

上 

人 

九 

條 

袈 

裟

　
　

一 

衣　

合 

六 

種 

也

　
　
　

第
十
二
世　
　

宥
賢
法
印

　
　
　

第
十
三
世　
　

頼
存
法
印

　
　
　

第
十
四
世　
　

盛
瑜
法
印

　
　
　

第
十
五
世　
　

宥
淳
法
印

一　

元 

亀 
二 
年 

伊 

東 

虎 

熊 

丸 

再 

興 

之

　
　

有 

棟 

札 
寫

　
　

 
 
 

遷
宮
導
師　

 
 

平
等
寺
秀
慶
法
印

　
　
　

 
 
 

名
代　
　

 
 

長
倉
和
泉
祐
周

　
　

神 

領 

御 

寄 

附 

之 

由 

来

　
　
　

時 

之 

住　
　

 

宥 

淳 

法 

印

一　

天 

正 

年 

中 

寶 

物 

兩 

種 

傳 

教 

大 
師 

御

　
　

筆 

之 

法 

華 

經 

一 

部 

性 

空 

上 

人 

九 
條

○
元
亀
二
年
・
・
・
一
五
七
一
年

○
天
正
年
中
・
・
・
一
五
七
三
～
九
二
年

-

-

二

レ

レ

一

-

二

一

二

一

中上

下

ヲ

ノ

シニ

ニ

ニ
ヲ

ニ

ニ

ス

ノ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

逐)

(

大)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

中

 

興

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
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五
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衛
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袈 

裟 

一 

衣　
　

宥 

淳 

和 

尚 

奉 

獻

　
　

太 

守 

義 

久 

公 

云
云 

繇 

是 

日 

州 

嵐 

田 

村

　
　

之 

照 

崎 

寺 

並 

神 

領 

髙 

百 

五 

十 

斛 

令

　
　

寄 

附 

之 

雖 

尒 

彼 

地 

無 

程 

属 

于 

他 

領 

故

　
　

且 

慶 

長 

七 

壬
寅 

年 

附 

小 

林 

遊 

木 

猿

　
　

門 

髙 

五 

十 

貳 

斛 

六 

斗 

充 

祭 

奠 

之

　
　

供 

矣　

但 

只 

今 

無 

之 

候

　
　
　

 

文 

禄 

年 

中 

御 

祈 

禱 

之 

事

一　

文 

禄 

三 

甲
午 

年 

爲 

髙 

麗 

陳 

旅 

之 

御

　
　

精 
祈 

加 

久 

藤 

城 

下 

堂 

園 

一 

本 

杦 

下

　
　

假 

構 

精 
舎 
屈 

宥 

淳 

和 

尚 

一 

人 

看 

讀 

法

　
　

華 

妙 

典 

一 
千 
部 

焉 

和 

尚 

日 

夜 

精 

誦 

暫

　
　

無 

倦 

時 

不 

踰 

三 
載 

巳 

畢 

部 

數 

矣

　
　

 
 
 
 
 
 

大 

哉 

真 

文 

讀 
誦 
功 

不 

唐 

捐

　
　

 
 
 
 
 
 

祥 

瑞 

通 

于 

異 

朝 
焉 
繇 

是

　
　

義 

弘 

公 

御 

父 

子 

輙 

崩 

數 
万 
之 

強 

敵

　
　

唱 

凱 

歌 

御 

皈 

朝 

之 

后

○
慶
長
七
年
・
・
・
一
六
〇
二
年

○
文
禄
年
中
・
・
・
一
五
九
二
～
九
六
年

○
文
禄
三
年
・
・
・
一
五
九
四
年

○
慶
長
元
年
・
・
・
一
五
九
六
年

-

-

-

-

二

二

二

二

二

二二

二

二

二

二

二
レ

レ

レ

二

二

二

二

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

中上

下

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ
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シ
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モ

ノ

シ

ニ
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ヘ

ナ
ル

ノ

ノ

ノ

モ
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ニ

ニ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

逐)

(

大)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

慶 

長

元 

年

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
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兵
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森
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五
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慶 

長 

四 

年 

己
亥 

三 

月 

一 

本 

杉 

下 

建 

　
　

一 

基 

石 

塔 

令 

供 

養 

千 

部 

金 

文 

云
云

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

于 

時

　
　

御
名
代　
　

新
納
武
藏
入
道
殿　

和
歌

　
　
　

は
る
か
な
る
鷲
の
高
ね
の
雲
な
ら
む

　
　
　

御
法
乃
庭
濃
華
の
け
し
き
ハ

　
　
　
　

返
歌　
　
　
　

宥
淳
和
尚

　
　
　

君
な
ら
て
心
も
つ
き
し
鷲
農
山
の

　
　
　

雲
を
御
法
乃
芲
の
い
路
と
は

　
　

傳 
説 
云 

此 

一 

本 

杉 

於 

城 

下 

常 

有 

御

　
　

覽 

因 
而 
朝 

鮮 

御 

進 

發 

之 

時 

　

 

像 

之

　
　

始 

被 

用 

一 
本 

杉 

之 

御 

馬 

驗 

云
云

　
　

且 

寶 

永 

年 

中 

彼 
堂 
園 

一 

本 

杉 

之 

下 

供

　
　

養 

塔 

等 

所 

役 

人 

之 
中 
差 

遣 

之 

可 

相 

糺

　
　

之 

旨 

蒙 

鹿 

府 

之 

命 

當 

所 
役 

人 

永 

濵

　
　

勘 

兵 

衞 

尉 

往 

于 

加 

久 

藤 

委 
悉 

糺 

之

　
　

彼 

所 

之 

　

 

曰 

於 

彼 

經 

塚 

時 

々 
經 
音

　
　

又 

鈴 

響 

有 

之 

云 

尒 

則 

憲 

純 

法 

印 
以

○
慶
長
四
年
・
・
・
一
五
九
九
年

○
宝
永
年
中
・
・
・
一
七
〇
四
～
一
一
年

-

-

二

-

三

-

二

-

二

-

二二 一

一

一一

二

二二

二

二

二

二

二

レ

レ

レレ

レ

レ

レ

一

一

一

一

一

一一

一

中上

下

ヲ

せ
リ

テ
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ト

ヲ

ノ

ノ

ノニ

ヨ
ツ
テ

テツ

リ

テ

テ

チ

ノ

ノ
レ
タ
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ヒ

ニ

ニ

ヲ

ヲ

ヲ

ヲ

ノ

ノ

ヱ

ニ

ニ

カ
タ

ト
ツ
テ

シ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(

の)

(

の)

(

ろ)
(

花)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

脇
坊

一 

本 

杉 

枯 

朽 

石 

塔 

今 

尚

現 

在 

其 

地 

名 

曰 

本 

傳 

庵

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

ト

形

杦

並緒由 牒
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此 

趣 

而 

達 

上 

鹿 

府 

云
云

一　

慶 

長 

六 

辛
丑 

年 

十 

一 

月 

廿 

六 

日

　
　

太 

守 

忠 

恒 

公 

御 

再 

興 

之 

有 

棟 

札 

寫

　
　
　
　

 
 

大 

願 

主　
　

宥 

淳 

法 

印

　
　
　

狹 

野 

中 

興 

之 

事

一　

慶 

長 

十 

五 

年 

壬
子 

宥 

淳 

和 

尚 

捧 

一

　
　

通 

尺 

牘 

　
　
　
　

 

訴

　
　

忠 

恒 

公 

曰 

　

 

峯 

之 

東 

麓 

狹 

野 

之 

地 

　

　
　

疇 
昔 

霧 

島 

大 

權 

現 

鎮 

　

 

之 

𦾔 

跡 

而 

性

　
　

空 

上 
人 
創 

梵 

閣 

精 

藍 

之 

浄 

砌 

也 

雖

　
　

尒 

退 

轉 
年 
𦾔 

荒 

蕪 

日 

尚 

矣 

神 

仙

　
　

之 

所 

居 

空 
作 
山 

禽 

野 

獸 

之 

棲 

也 

噫

　
　

不 

忍 

看 

焉 

造 

新 
　

 

佳 

代 

之 

通 

䂓 

矣

　
　

起 

𦾔 

者 

明 

君 

之 

德 
化 
矣 

伏 

乞

　
　

英 

檀 

主 

築 

𦾔 

地 

堆 

社 
檀 
遷 

幸 

權

　
　

現 

之 

尊 

躰 

令 

擬 

國 

家 

安 

全 

之 
于 

霊

　
　

廟 

云
云　
　

忠 

恒 

公 

　

 

之 

司 

家 

臣

○
慶
長
六
年
・
・
・
一
六
〇
一
年

○
慶
長
十
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年
・
・
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六
一
〇
年
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嶋 

津 

大 

膳 

亮 

佐 

多 

越 

後 

兩 

士 

使 

髙

　
　

原 

小 

林 

野 

尻 

髙 

岡 

四 

箇 

所 

之 

士 

八 

人

　
　

究 

狹 

野 

原 

封 

境 

爲 

永 

神 

事 

祭 

奠

　
　

之 

領 

然 

而 

斧 

鑕 

之 

功 

暫 

無 

休 

不 

踰

　
　

三 

載 

令 

神 

祠 

佛 

閣 

精 

藍 

復 

輪 

輿 

焉

　
　

仍 

従 

髙 

原 

之 

麓 

奉 

遷 

幸

　
　

東 

權 

現 

之 

尊 

躰 

於 

狹 

野 

則 

号 

狹 

野

　
　

大 

權 

現 

于 

時 

移 

宥 

淳 

法 

印 

司 

　

 

主

　
　

職 

感 

應 

時 

到 

哉 

淳 

和 

尚 

生 

賢 

君

　
　

世 
膺 

中 

興 

運 

焉 

然 

則 

當 

山 

鎮 

護 

國

　
　

家 

靈 
廟 
萬 

　

 

快 

樂 

勝 

場 

也

　
　
　
　

狹
野
原
惣
一
面
間
数
東
西
二
千
間

　
　
　
　

南
北
千
間
也

一　

慶 

長 

十 

七 

壬
子 

年 

十 
一 

月 

廿 

八 

日 

狹 

野

　
　

遷 

幸　
　

 
 

忠 

恒 

公 

御 
中 
興 

有 

棟 

札

　
　

寫　
　

 
 

遷 

宮 

導 

師　

 
 

宥 

淳 
法 

印

　
　

御 

名 

代　

 

島 

津 

大 

膳 

亮 

忠 

俊 
殿

　
　

時 

之 

住　
　
　
　
　
　

宥 

淳 

法 

印

○
慶
長
十
七
年
・
・
・
一
六
一
二
年
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既 

還 

瑞 

籬 

於 

狹 

野 

之 

𦾔 

跡 

神 

事

　
　

悉 

畢 

因 

茲 

爲 

奉 

拜 

謝 

登

　
　

城 

焉 

於 

此 

有 

御 

感 

心 

之 

趣 

以 

相 

良 

日 

向

　
　

上 

意 

曰 

狹 

野 

地 

旧 

跡 

之 

由 

被 

傳 

聞 

召

　
　

之 

處 

宥 

淳 

中 

興 

之 

功 

竒 

特 

之 

至 

也 

地

　
　

頭 

島 

津 

大 

膳 

亮 

同 

席 

而 

拜 

聴 

矣

一　

寛 

永 

元 

年 

甲
子 

八 

月 

廿 

八 

日 

兵 

部

　
　

鄕 

宥 

憲　
　

御 

目 

見

一　

寛 
永 

七 

年 

庚
午 

御 

再 

興 

之 

所

　
　

家 

久 
公 
令 

御 

再 

興 

有 

棟 

札 

寫

　
　
　

遷 

宮 

導 
師　
　

澄 

榮 

法 

印

　
　
　

御 

名 

代　
　

 
島 

津 

大 

膳 

亮 

忠 

俊 

殿

　
　
　

時 

之 

住　
　
　

 
宥 
淳 

法 

印

　
　

第
十
六
世　

宥
憲
法
印

一　

寛 

永 

十 

四 

年 

二 

月 

廿 
九 
日 

為 

野 

火

　
　

寺 

院 

焼 

失 

此 

時 

重 

寶 

𦾔 

記 

等

　
　

悉 

焼 

失　
　

承 

應 

二 

年 

四 

月

○
寛
永
元
年
・
・
・
一
六
二
四
年

○
寛
永
七
年
・
・
・
一
六
三
〇
年

○
寛
永
十
四
年
・
・
・
一
六
三
七
年

○
承
応
二
年
・
・
・
一
六
五
三
年
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天 

皇
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子

脇
坊

當
山
中
興
開
地

天
台
末
流

私
云
事
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大 

猷 

院 

殿　

源 

家 

光 

公

　
　

第 

三 

回 

御 

忌 

於 

福 

昌 

寺 

御 

執 

行

　
　

就 

有 

之　
　

光 

久 

公 

御 

使 

者 

富 

山

　
　

弥 

兵 

衞 

尉 

登 

山 

而 

御 

意 

趣 

者 

従

　
　

來 

四 

月 

朔 

日 

一 

七 

日 

御 

法 

事 

御

　
　

修 

行 

有 

之 

間 

今 

月 

廿 

五 

日 

限 

而 

遂

　
　

出 

府 

可 

有 

勤 

行 

也 

爲 

出 

脚 

料 

呉

　
　

服 

二 

巻 

白 

銀 

十 

枚 

下 

給 

之 

由 

領 

掌

　
　

而 

頂 

戴 

之

　
　
　

 
法 

華 

經 

千 

部 

靈 

場 

福 

昌 

寺
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就 
御 
法 

事 

出 

勤 

宥 

憲 

法 

印

　
　
　

 
 
 
 

衆 
僧 
五 
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役 
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人

一　
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暦 

二 

年 

丙
申 
十 
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月 

廿 

三 

日

　
　

 
 
 

社 

頭 

御 
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營 

有 
棟 
札 

冩
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導 

師　

 
 

宥 
憲 
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印
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久 

公 

御 
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代　

島 

津 

美 
作 
久 

盛 

殿
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事 

奉 

行　
　
　

 

伊 

集 

院 

正 
右 

衞 

門 

忠 

舩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

新 

納 

仁 

右 

兵 
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榮
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明
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・
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一　

本 

地 

堂　
　
　

一 

宇

　
　

右 

慶 

長 

十 

七 

年 

壬
子

　
　

忠 

恒 

公 

雖 

中 

興 

之　

 
 

寛 

永 

十 

四 

丁
丑

　
　

年 

二 

月 

廿 

九 

日 

回 

禄 

繇 

是 

同 

十 

五

　
　

年 

戊
寅 

十 

二 

月

　
　

光 

久 

公 

寄 

附 

佛 

閣 

一 

宇 

爲 

假 

殿

　
　

明 

暦 

二 

丙
申 

年 

新 

建 

梵 

閣 

矣

一　

明 

暦 

三 

年 

丁
酉 

四 

月

　
　

大 

猷 

院 

殿 

第 

七 

回 

忌 

法 

華 

經 

千 

部

　
　

靈 
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福 

昌 
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御 

法 
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出 

勤
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憲 
法 
印 

衆 

僧 

五 
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附 
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三 

人
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物 
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種　
　

一　
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銀 

五 

枚

一　

羽 

二 
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二 
疋　
　

一　
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束

一　

當 
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性 
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上 
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来 
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續

　
　

燄 
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譜 

洒 
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台 
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院 

雖 
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本

　
　

寺 
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五 

乙
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年　
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綱 
公
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于 

台 

嶺 

之 
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令 

諸 

山 

之 
台

○
慶
長
十
七
年
・
・
・
一
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二
年
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寛
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十
四
年
・
・
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三
七
年
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同
十
五
年
・
・
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一
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三
八
年

○
明
暦
二
年
・
・
・
一
六
五
六
年

○
明
暦
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年
・
・
・
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七
年
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文
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徒 

定 

本 

末 

之 

䂓 

式 

諸 

寺 

之 

法 

流 

究 

淵

　
　

源 

之 

奥 

　

 

仍 

同 

年 

八 

月 

被 

属

　
　

東 

叡 

山 

御 

門 

跡 

輪 

王 

寺 

宮 

一 

品 

法 

親

　
　

王 

尊 

敬 

于 

直 

末 

者 

也

一　

寛 

文 

七 

年 

四 

月　
　

大 

猷 

院 

殿 

十 

七

　
　

回 

御 

忌 

御 

法 

事 

出 

勤 

宥 

憲 

法 

印

　
　
　

 

衆 

僧 

拾 

人　
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役 

三 

人

第
十
七
世　
　

宥
岳
法
印

　
　

右 

鹿 

兒 

島 

産 
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門 

佛 

乗 

院 

兼 

帯

　
　

肥 
前 

平 

戸 

樹 

光 

院 

並 

神 

德 

院 

右

　
　

三 

ヶ 
寺 
也

第
十
八
世　
　

憲
純
法
印

　
　

右 

小 

林 

之 

内 

野 
邊 
　

 

産 

住 

山 

于

　
　

東 

叡 

山 

而 

學 

業 

稍 
勤 
矣 

曽

　
　

解 

脱 

院 

御 

門 

主 

會 

學 
徒 
修 

内

　
　

論 

議 

自 

在 

埀 

聴 

此 

時 

憲 
純 
對 

論

　
　

甚 

義 

辨 

共 

明 

矣　
　

御 

門 

主 

有

　
　

勧 

悦 

而 

褒 

之　

 
 

且 

聞 

達

○
寛
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・
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年
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太 

守 

光 

久 

公 

於 

此 

従

　
　

太 

守 

光 

久 

公 

有 

賞 

賜 

三 

大 

部 

䟽

　
　

杪 

等 

云
云　

 

寛 

文 

八 

年 

戊
申 

九 

月

　
　

於 

江 

府 

被 

命 

神 

德 

院 

住 

職 

畢 

同

　
　

十 

一 

月 

歸 

着 

當 

國 

寺 

社 

奉 

行 

島

　
　

津 

出 

雲 

殿 

而 

仁 

禮 

覺 

左 

衞 

門 

殿 

委

　
　

悉 

首 

尾 

之 

地 

頭 

喜 

入 

久 

右 

衛 

門 

殿 

致

　
　

下 

知 

狀 

髙 

原 

役 

人 

中

一　

寛 

文 

十 

一 

年 

四 

月

　
　

大 
猷 

院 

殿 

廿 

一 

回 

御 

忌 

於 

福 

昌 

寺

　
　

法 

華 
經 
千 

部 

御 

執 

行 

御 

法 

事 

出

　
　

勤 

憲 

純 
法 
印　

 
 

衆 

僧 

八 

人 

附 

役 

三 

人

　
　

従 

是 

以 

後 
御 
法 

事 

出 

勤 

拾 

ヶ 

度 

被

　
　

仰 

付 

候

一　

天 

和 

三 

年 

四 

月

　
　

大 

猷 

院 

殿 

三 

十 

三 

回 

御 
忌 
於 

福

　
　

昌 

寺 

法 

華 

經 

千 

部 

御 

執 

行 

御 
法

　
　

事 

出 

勤 

憲 

純 

法 

印

○
寛
文
八
年
・
・
・
一
六
六
八
年

○
寛
文
十
一
年
・
・
・
一
六
七
一
年

○
天
和
三
年
・
・
・
一
六
八
三
年

-

-

-

-

二

-

-

二

-

二

二

二

二

二

二

二
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(

凶)

(

詣)

(

含)

(

卿
カ)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

脇
坊

當
山
中
興
開
地

天
台
末
流

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
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後
五
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右 

御 

法 

事 

之 

節 

者

　
　

憲 

純 

法 

印 

依 

願 

遠 

島 

人 

拾 

人 

御

　
　

赦 

免 

被 

仰 

付 

候

一　

延 

寶 

四 

年 

八 

月 

爲 

住 

山 

于 

比 

叡 

山 

四

　
　

箇 

年 

請 

御 

暇 

而 

白 

銀 

十 

枚 

拜 

領 

之

一　

延 

宝 

六 

年 

自 

公 

儀 

糺 

神 

社 

佛 

閣

　
　

由 

緒 

　

 

則 

等 

此 

之 

時 

東 

光 

坊 

盛

　
　

長 

當 

寺 

住 

持 

以 

住 

山 

之 

間 

爲 

時 

當

　
　

社 

司 

蜜 

約 

押 

領 

司 

爲 

祝 

子 

之 

轉 

門 

前

　
　
　

 
爲 

社 

人 

始 

令 

司 

兩 

所 

權 

現 

之 

祭

　
　

奠 

既 

従 
之 
先 

當 

社 

之 

社 

人 

毎 

所 

致 

祝

　
　

詞 

神 

樂 

等 
也 
故 

明 

暦 

二 

年 

従 

東

　
　

光 

坊 

差 

出 

帳 

云 
神 

主 

之 

事 

従 

祈 

願

　
　

所 

被 

加 

下 

知 

不 

及 
書 
記 

云
云 

或 

人 

云

　
　

彼 

僧 

潜 

行 

于 

他 

領 

以 
蜜 
事 

達 

于 

此

　
　

以 

爲 

巳 

之 

功 

因 

茲 

縦 

働 
其 
私 

云
云

　
　

同 

七 

年 

八 

月 

憲 

純 

自 

山 

門 

皈 
来 

而

○
延
宝
四
年
・
・
・
一
六
七
六
年

○
延
宝
六
年
・
・
・
一
六
七
八
年

○
明
暦
二
年
・
・
・
一
六
五
六
年

○
同
七
年
・
・
・
一
六
七
九
年

-

-

-

二

二

二

-

-

-

二
-

二

二二二

二

二

二二

二

二

二

二

二
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ヲ
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(

軌)

リ

サ
ル

ニ

ニ

シ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

(
帰)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

脇
坊

當
山
中
興
開
地

天
台
末
流

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

　

玉

ニ

軌凱
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於 

社 

子 

等 

有 

謀 

計 

之 

間 

欲 

訴 

于

　
　

公 

所 

地 

頭 

山 

田 

弥 

九 

郎 

殿 

頻 

請 

而 

令 

和

　
　

睦 

也　
　
　
　

 
 

同 

年 

己
未 

八 

月 

七 

日

　
　

御 

修 

補　

 
 
 
 

遷 

宮 

導 

師　

憲 

純 

法 

印

　
　

御 

代 

参　
　

 
 
 

山 

田 

弥 

九 

郎 

有 

祐 

殿

一　

貞 

享 

元 

年 

庚
子 

八 

月 

爲 

神 

供 

足 

米

　
　

永 

御 

寄 

附 

公 

米 

十 

五 

斛 

也

　
　
　

 

只
今　

無 

之
候

一　

元 

禄 

六 

年 

癸
酉 

上 

京 

登 

山 

修 

竪

　
　

義 
此 

時　
　

日 

光 

御 

門 

主 

御 

在 

京

　
　

因 

而 
於 
滋 

賀 

院 

致 
 
 
 

御 

目 

見 

此 

節

　
　

鑄 

治 

銅 
鐘 
來 

觀 

理 

院 

正 

僧 

正 

得 

銘

　
　

之 

同 

年 

建 
鐘 
樓 

堂

一　

元 

禄 

七 

年 

甲
戌 
十 
二 

月

　
　

寛 

陽 

院 

殿 

御 

中 

　

 
御 
法 

事 

出 

勤 

憲

　
　

純 

法 

印 

衆 

僧 

八 

人 

附 

役 
三 
人

一　

元 

禄 

八 

年 

乙
亥 

四 

月 

十 

七 

日 
社 
頭 

御

　
　

修 

甫　
　

遷 

宮 

導 

師　

憲 

純 

法 

印

○
貞
享
元
年
・
・
・
一
六
八
四
年

○
元
禄
六
年
・
・
・
一
六
九
三
年

○
元
禄
七
年
・
・
・
一
六
九
四
年

○
元
禄
八
年
・
・
・
一
六
九
五
年

-

-

-
-

-

二

-

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二
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シ
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ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

(

陰)

(

補)

當
山
中
興
開
地

天
台
末
流

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
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後
五
兵
衛
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御 

代 

参　
　
　

 
 

鎌 

田 

采 

女 

政 

良 

殿

一　

同 

十 

一 

年 

戊
寅 

三 

月 

於 

大 

乗 

院 

御

　
　

執 

行　
　

 
 
 

頼 

朝 

公 

五 

百 

年 

回 

御

　
　

忌 

御 

法 

事 

出 

勤 

憲 

純 

法 

印 

衆 

僧

　
　

七 

人 

附 

役 

三 

人　
　

宝 

永 

三 

年 

丙
戌

　
　

狹 

野 

原 

新 

田 

開 

御 

竿 

入 

自 

是 

先

　
　

涌 

水 

之 

下 

沼 

地 

之 

落 

水 

關 

調 

之 

堀

　
　

溝 

通 

水 

於 

狹 

野 

原

一　

同 

年 

正 

月 

廿 

八 

日 

社 

頭 

御 

修 

補

　
　
　

 
遷 

宮 

導 

師　
　

憲 

純 

法 

印

　
　

御 

代 
参　
　

伊 

集 

院 

將 

監 

殿

一　

寶 

永 

七 

年 

庚
寅 
四 

月 

朔 

日 

依 

有

　
　

御 

勧 

請　
　

東 

照 
宮 

宮 

籬 

並 

南 

泉

　
　

院 

　

 

御 

造 

營 

也 

供 
奉　
　

神 

輿 

願 

王

　
　

院 

僧 

正 

智 

周 

師 

到 

着 
于 
鹿 

兒 

島 

而

　
　

地 

鎮 

並 

遷 

宮 

等 

出 

勤 

憲 
純 
法 

印

　
　

第
十
九
世　
　

宥
貞
法
印

　
　

第
二
十
世　
　

卍
嶺
法
印

○
元
禄
十
一
年
・
・
・
一
六
九
八
年

○
宝
永
三
年
・
・
・
一
七
〇
六
年

○
宝
永
七
年
・
・
・
一
七
一
〇
年

-

-

-

-

二

-
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二
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二
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面
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皇
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狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

(

陰)(

補)

當
山
中
興
開
地

天
台
末
流

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
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後
五
兵
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一　

享 

保 

元 

年 

甲
申 

九 

月 

廿 

七 

日 

社 

頭 

御

　
　

修 

補　
　

遷 

宮 

導 

師　

卍 

嶺 

法 

印

　
　

御 

代 

参　
　
　

島 

津 

藤 

次 

郎 

久 

智 

殿

　
　

右 

遷 

宮 

兼 

日 

定 

畢 

同 

廿 

五 

日 

地 

頭

　
　

左 

近 

允 

與 

太 

夫 

殿 

始 

入 

部 

于 

髙 

原

　
　

翌 

廿 

六 

日 

社 

参 

次 

入 

寺 

饗 

應 

是 

既

　
　

先 

例 

同 

日 

島 

津 

藤 

次 

郎 

殿 

着 

宿 

於

　
　

亭 

門 

前 

也 

早 

速 

御 

代 

参 

次 

入 

寺 

祝

　
　

儀 

畢 

御 

歸 

休 

于 

旅 

宿 

也 

于 

斯 

今 

日

　
　

申 
刻 

神 

火 

夥 

而 

暫 

止 

矣 

巳 

亦 

到 

戌 

刻

　
　

殊 

夥 
爆 
聲 

猶 

如 

雷 

霆 

猛 

炎 

髙 

上 

斜

　
　

靡 

来 

覆 
于 
頭 

頂 

忽 

雨 

火 

石 

此 

夜 

寺

　
　

院 

焼 

失 

焉 
依 
之 

遷 

宮 

無 

遂 

之 

島 

津

　
　

藤 

次 

郎 

殿 

従 

福 
山 

路 

歸 

府 

也

一　

同 

三 

年 

戊
戌 

正 

月 

三 

日 
社 
頭 

門 

前

　
　

花 

堂 

髙 

松 

都 

焼 

失

　
　

此 

時 

奉 

遷 

幸 

狹 

野 

權 

現 

於 

小 
林 
寶

　
　

光 

院 

境 

内 

也

○
享
保
元
年
・
・
・
一
七
一
六
年

○
享
保
三
年
・
・
・
一
七
一
八
年

※

享
保
二
年
の
誤
記

-

-

-

二

-
-

二

-

二

二

二

二

二

二

二

レ

レ

レ

レ

レ

(

帰)

レ

レ

一

一

一一

一

一

一

一

一

一

三
中上

下

ノ

ヲ

ヲ

ヲ

ス

ナ
リ

ニ

シ

ヘ
リ

ニ

ニ

ニ

ニニ

テノ

リ

ニ

ニ

シ

ニ

ノ

ト

(

凶)

(

詣)

(

含)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

(

陰)(

補)

旧 

冬 

自 
廿 
八 

日 

以 

来

燃 

山 

大 

方 
無 
止 

殊 

兩

大
燃
也

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
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後
五
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第
廿
一
世　
　

圓
清
法
印

一　

同 

五 

年 

丙
子 

於 

狹 

野 

古 

寺 

地 

假 

殿 

假

　
　

寺 

家 

御 

造 

營 

畢

一　

同 

六 

年 

丁
丑 

二 

月 

五 

日 

従 

小 

林 

奉 

遷

　
　

幸　
　

神 

輿 

假 

殿 

云
云

一　

同 

十 

年 

己
巳 

自 

十 

二 

月 

迄 

明 

年 

三

　
　

月 

寺 

家 

御 

造 

營 

畢

　
　
　

持
佛
堂

　
　
　

護
摩
堂

　
　
　

客　

殿

　
　
　

書　

院

　
　
　

茶
之
間

　
　
　

對
面
所

　
　
　

居　

間

　
　
　

庫　

裡

　
　
　

玄　

關

　
　
　

鐘
樓
堂

○
同
五
年
・
・
・
一
七
二
〇
年

○
同
六
年
・
・
・
一
七
二
一
年

○
同
十
年
・
・
・
一
七
二
五
年

-

-

二

二

二

二

二
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レ

レ

一

一

一

一

一

一

一
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下
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(

凶)

(

詣)

(

含)

但

(

旨)

三
間
四
尺
四
面

小
板 

竪
三
間
三
尺

横
二
間

竪
三
間
三
尺

横
二
間
三
尺

竪
七
間

横
四
間
三
尺

竪
四
間
三
尺

横
二
間

竪
六
間
三
尺

横
三
間

竪
二
間
三
尺

横
二
間
三
尺

竪
四
間
三
尺

横
二
間
三
尺

竪
五
間
三
尺

横
二
間
三
尺

神 

武 

天 

皇

名 

狭 

野 

王 

子

鈍
色

袍

衆
僧
八
人

附
役
三
人

(

陰)(

補)

旧 

冬 

自 

廿 

八 

日 

以 

来

燃 

山 

大 

方 

無 

止 

殊 

兩

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
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兵
衛　
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濱
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衛
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一　

享 

保 

十 

三 

年 

戊
申 

自 

正 

月 

社 

頭 

如 

　
　

𦾔 

軌 

御 

造 

營 

同 

九 

月 

廿 

六 

日

　
　
　

遷 

宮 

導 

師　
　

 

圓 

清 

法 

印

　
　
　

御 

代 

参　
　
　

 
 

種 

子 

島 

四 

郎 

助 

時 

春 

殿

　
　

第
二
十
二
世　
　

旭
威
法
印

　
　

第
二
十
三
世　
　

宥
盛
法
印

一　

寶 

暦 

十
一 

辛
巳 

年 

十 

一 

月 

廿 

五 

日

　
　

社 

頭 

御 

修 

甫

　
　
　

 

遷 

宮 

導 
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宥 

盛 

法 

印

　
　
　

 
御 

代 

参　
　
　

 

島 

津 

内 

記 

殿

　
　

第
廿
四
世　
　

亮
順
法
印

　
　

第
廿
五
世　
　

憲
應
法
印

一　

天 

明 

五 

乙
巳 
年 
三 

月 

六 

日 

社 

頭 

御 

修

　
　

補　
　

 
 
 

遷 

宮 

導 
師　

 

憲 

應 

法 

印

　
　

御 

代 

参　
　
　

島 

津 

小 
平 
太 

殿

　
　

第
二
十
六
世　
　

良
真
法
印

　
　

第
二
十
七
世　
　

當
住

一　

享
保
十
六
年
亥

八
月
圓
清
法
印
代

○
享
保
十
三
年
・
・
・
一
七
二
八
年

○
宝
暦
十
一
年
・
・
・
一
七
六
一
年

○
「
島
津
内
記
」
は
番
頭
の
島
津
久
澄
か

　

(

薩
藩
旧
記
雑
録
追
録
五-

二
三
九
三)

○
天
明
五
年
・
・
・
一
七
八
五
年

○
「
島
津
小
平
太
」
は
詳
細
不
明

※

宝
暦
一
三
年(

一
七
六
三)

加
冠(

同

　

五-

二
八
五
九)

及
び
明
和
七
年(

一

　

七
七
〇)

頃
の
近
習(

同
追
録
六-

六

　

三
八)

に
名
が
見
ら
れ
る

○
享
保
十
六
年
・
・
・
一
七
三
一
年

※

こ
の
行
か
ら
字
体
が
変
わ
る
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境
内
之
内
狹
野
原
大
山
野
新
仕
明
田
開

　
　

之
願
申
上
候
処
同
十
七
年
子

正
月
晦
日

　
　

高
橋
外
記
殿
御
取
次
御
證
文
ヲ

以
願
之
通

　
　

御
免
被
仰
付
候

一　

寛
保
三
年
亥

十
月
旭
威
法
印
代

　
　

當
寺
末
寺
不
相
續
ニ

付

當
寺
由
緒

　
　

の
訳
を
以
前
野
大
山
野
五
町
程
新

　
　

仕
明
抱
地
之
願
申
上
候
処
延
享
三
年

　
　

寅

二
月
木
脇
賀
左
衛
門
殿
御
取
次
御

　
　

證
文
を
以
願
之
通
御
免
被
仰
付
候

一　

都
城
梅
北
西
生
寺
本
尊
阿
弥
陀

　
　

如
來
之
事

　
　

右
古
来
者
霧
嶋
山
狹
野
邊
江

建

　
　

立
為
仕
寺
之
地
に

今
西
生
寺
谷

　
　

等
と

申
所
有
之
候
因
茲
山
号
を

　
　

霧
島
山
と
申
候
事

一　

平
家
小
松
内
府
重
盛
公
在

○
同
十
七
年
・
・
・
一
七
三
二
年

○
「
高
橋
外
記
」
は
用
人
並
の
高
橋
外
記

　

種
長
か(

薩
藩
旧
記
雑
録
追
録
三-

一

　

一
九
一)

※

民
部
と
も(

同
八
九)

○
寛
保
三
年
・
・
・
一
七
四
三
年

○
延
享
三
年
・
・
・
一
七
四
六
年

○
「
木
脇
賀
左
衛
門
」
は
御
用
人
の
木
脇

　

祐
盛
か(

同
一
四
七
三
・
二
四
五
七)

○
「
西
生
寺
」
は
現
在
の
都
城
市
梅
北
地

　

区
に
あ
っ
た
寺
で
、
真
言
宗
大
乗
院
末

　

(

三
国
名
勝
圖
會 

巻
之
五
十
八)

○
「
西
生
寺
谷
」
は
現
在
の
狭
野
地
区
に

　

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
場
所
不
明
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世
の
と
記
病
中
夢
想
の
告
阿
り

　
　

是
よ
り
西
國
に
秀
山
あ
り
霧
嶋
の

　
　

浄
土
と
い
ふ
其
寺
を
可
有
建
営
と

　
　

云
〻

依
之
被
凝
祈
願
病
悩
平
癒
シ

　
　

□
ふ
か
く
□
大
橋
中
将
と
の
□
□

　
　

登
し
て
下
向
あ
り
被
修
造
當
寺

　
　

領
地
被
寄
附
畢
此
時
の
棟
に
曰

　
　

朝
日
さ
す
夕
日
輝
く
木
の
下
に
金
千

　
　

両
銀
千
兩
漆
千
盃
朱
千
盃

　
　

有
之
と
為
被
記
置
由
有
棟
者
今
紛

　
　

失
只
と
ハ
無
之
他
申
傳
候
事

　
　

右
小
松
と
の
よ
り
被
寄
附
罷
領
地
員

　
　

数
何
町
共
相
知
不
申
候
高
に
し
て

　
　

三
千
八
百
斛
程
と
為
申
由
申
傳
候
事

一　

仁
安
二
年
の
頃
當
院
住
持
尋
誉

　
　

上
人
の
時
あ
る
夜
童
子
來
て
告

　
　

寺
中
の
者
に
い
は
む
三
日
中
に

　
　

大
神
火
阿
り
速
か
に
可
通
三
里
を

○
『
庄
内
地
理
志 

巻
之
九
十
六
』
に
も
同

　

種
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

　

(

都
城
市
史 

史
料
編 

近
世
四)

○
「
朝
日
さ
す
～
」
は
土
地
褒
め
等
に
登

　

場
す
る
歌

○
仁
安
二
年
・
・
・
一
一
六
七
年
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と
い
ふ
譬
で
四
拾
弐
坊
六
ヶ
末
寺
并

　
　

鎮
守
山
王
権
現
を
奉
守
護
立

　
　

除
本
地
七
里
の
間
山
中
を
伐
明

　
　

只
今
の
地
を

奉
安
鎮
畢
如
童
子
告

　
　

之
神
火
有
之
本
の
寺
地
者
其
儘

　
　

及
消
滅
と
云

〻

　
　

右
尋
誉
上
人
ハ
入
唐
の
僧
に
て

　
　

梅
を
唐
土
よ
り
持
来
て
大
御
堂

　
　

農
邊
に

為
被
植
置
之
由
申
傳
候

　
　

此
梅
は
□
に
□
名
を
無
根
梅
と

　
　

爲
申
由
と
云

〻

　
　

本
尊
阿
弥
陀
古
來
ゟ

秘
佛
と

　
　

申
傳
候
而

信
濃
国
善
光
寺
本

　
　

佛
閻
浮
檀
金
ニ

而

候
乱
国
之
時
分
御
下

　
　

向
に
て
堅
ク

秘
シ
と

申
傳
候
幾
毎
隠
儀

　
　

に
て
候
院
号
大
曼
荼
羅
院
農

　
　

額
後
鳥
羽
院
宸
筆
と
も
或
者

　
　

伏
見
院
宸
筆
と
も
申
候
御
両
宇

※
前
頁
と
文
章
が
繋
が
っ
て
い
な
い
か

○
『
庄
内
地
理
志 

巻
九
十
六
』
に
は
、「
其

　

梅
根
不
見
得
候
に
付
無
根
梅
と
申
候
」

　

と
あ
る

　

(

都
城
市
史 

史
料
編 

近
世
四)

○
後
鳥
羽
院
・
・
・
一
一
八
〇
～
一
二
三

　

九
○
伏
見
院
・
・
・
一
二
六
五
～
一
三
一
七
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之
間
分
明
な
ら
す
候
右
額
の
裏

　
　

書
に
永
仁
三
年
乙

未

七
月
十
日

　
　

正
四
位
下
左
衛
門
佐
藤
原
定
成

　
　

と
有
之
候
由
宗
門
者
天
台
宗
に
て

　
　

當
院
末
寺
と

申
傳
候
由
仁
安
二
年

　
　

尋
誉
上
人
遷
宮
の
棟
并
弘
安

　
　

二
年
舜
應
上
人
再
興
之
棟

　
　

弐
ッ
共
に
紛
失
と

申
傳
候
事

一　

其
後
明
應
九
年
庚

申

三
月
新

　
　

納
近
江
守
忠
武
梅
北
を
知
行
被

　
　

成
候
時
分
の
棟
等
と
有
之
候
其
節

　
　

迄
者
顕
密
之
僧
住
居
為
仕
登

　
　

相
見
得
申
候
事
其
後
真
言
耳

　
　

罷
成
候
時
分
台
家
之
僧
記
録
并

　
　

寶
物
等
多
焼
捨
為
申
由
に
候
事

　
　

本
尊
阿
彌
陀
如
来
厨
子
三
重
に

　
　

□
為
有
之
由
大
御
堂
壱
丈
間
七

○
永
仁
三
年
・
・
・
一
二
九
五
年

○
「
藤
原
定
成
」
は
世
尊
寺
定
成
と
も
、　

　

鎌
倉
期
の
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る

○
仁
安
二
年
・
・
・
一
一
六
七
年

○
弘
安
二
年
・
・
・
一
二
七
九
年

※

『
庄
内
地
理
志 

巻
九
十
六
』
で
は
「
弘

　

安
元
年
戊
寅
」
と
し
て
い
る

○
明
応
九
年
・
・
・
一
五
〇
〇
年

○
「
新
納
近
江
守
忠
武
」
は
新
納
家
七
代
、

　

大
永
元
年(

一
五
二
一)

死
去(

旧
記

　

雑
録
拾
遺 

諸
氏
系
譜
一

)

、
志
布
志

　

領
主
で(

前
掲
前
編
二-

一
六
六
四)

、

　

明
応
三
年(

一
四
九
四)

に
飫
肥
領
主

　

の
島
津
忠
朝
と
合
戦(

同
一
六
九
八)

、

　

永
正
三
年(

一
五
〇
六)

に
は
島
津
忠

　

昌
と
も
対
立(

同
一
八
〇
五)
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間
四
面
四
方
縁
天
井
唐
木
組
入

　
　

壺
天
井
八
方
よ
り
鐵
鎖
ニ

而

釣
之
候

　
　

柱
を
朱
塗
り
釘
者

正
宗
作
に
て
為
有

　
　

之
由
ニ

候
信
州
善
光
寺
の
御
堂

　
　

を
栂
に
て
為
作
由
申
傳
候

一　

密
宗
五
代
世
實
雄
法
印
の
と
き

　
　

迄
者
知
行
高
三
百
五
十
斛
為
有

　
　

之
由
其
節
迄
者
大
御
堂
修
甫
等
被

　
　

相
調
來
処
に
欠
落
有
之
三
百
五
拾

　
　

斛
之
内
三
百
斛
被
召
放
五
十
石
に

　
　

罷
成
候
ニ

付

而
□
□
大
御
堂
修
甫
と
□
□

　
　

不
相
調
作
而
及
廃
壊
に
今
堂
跡

　
　

礎
の
石
相
残
栢
柱
朽
残
候
而
有
之
候

　
　

登
云

云

　
　
　

右
當
社
権
現
御
神
名
并
由
緒

　
　
　

之
儀
委
可
申
出
旨
御
地
頭
所
江

承

　
　
　

知
仕
候
間
右
之
通
當
證
代
々
住

　
　
　

持
私
記
之
内
見
合
壱
帳
相
認

○
『
三
国
名
勝
圖
會 

巻
之
五
十
八
』
で
は

　

「
藻
井

(
ゴ
ウ
テ
ン
ジ
ャ
ウ

)

」
と
し

　

て
い
る

○
『
庄
内
地
理
志 
巻
九
十
六
』
で
は
信
州

　

善
光
寺
の
御
堂
を
模
作
し
た
と
あ
る

※

「
栂
に
て
」
は
原
文
通
り

○
「
實
雄
」
『
は
庄
内
地
理
志 
巻
九
十
六
』

　

で
は
「
宥
雄
」
と
あ
る
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